
１ 適用事項

２ 修繕の場所
　学校名 ： 　
　住　所 ： 相模原市 中央区陽光台1-15-1 　

３ 完成期限
令和 8 年 8 月 25 日

４ 修繕内容
　設計図書（図面、仕様書等をいう。）のとおり

５ 法令等の遵守
　修繕の実施にあたっては、関係法令を遵守しなければならない。

６ 完成報告
　受注者は、修繕が完成したときは遅滞なく、次の書類を完成期限までに提出すること。

　 （１）写真　１式　（着手前、施工中、完成等の確認が可能なもの）
（２）修繕完成届

７ 再委託の禁止

８

９ 環境配慮事項

１０その他

車両通行時安全配慮事項

（１）原則、登下校時や休み時間に車両の出入り並びに学校敷地内走行は行わないこと、
　　また、やむを得なく出入り、通行する場合は学校の了解を得ること。
（２）学校敷地内の走行にあたっては、ハザードランプを点滅させて最徐行で通行し、渡
　　り廊下を通過する際は一時停止及び前後左右の安全確認を徹底すること。また、同乗
　　者がいる場合は、同乗者は車両から降りて先導を行うこととし、後退する場合につい
　　ても必ず誘導を行うこと。
（３）駐車時はエンジンを必ず切り、パーキングブレーキを確実にかけ、フットブレーキ
　　を外しても車両が動かないことを確認すること。また、必要に応じて輪留めを使用す
　　ること。
（４）駐車スペースからの発進時は車両周辺の前後左右の安全を十分に確認し、急発進・
　　急加速は行わないこと。

（１）「相模原市環境方針」の主旨を踏まえ、修繕の実施において省資源・省エネルギー
　　に取り組む等、環境への負荷の低減を図るとともに、環境関連法令の規制等を遵守す
　　ること。
（２）市への提出書類及び添付資料については、原則として再生紙を使用すること。
（３）修繕実施時に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を徹底し、他者
　　に運搬等を委託する場合においても、アイドリングストップの実施を周知するよう努
　　めること。
（４）修繕の実施においては、廃棄物の減量化・資源化に取り組むとともに、廃棄物の処
　　理にあたっては、廃棄物の処理及び清掃に関する法律等、関連法令等を遵守し、適正
　　に処理すること。

（１）修繕や事前調査等を行うときには、事前に学校に連絡し調整すること。
（２）修繕に入る際には、児童及び関係者の安全確保に十分に配慮すること。

　受注者は、請け負った修繕を一括して第三者に請け負わせてはならない。ただし、あらか
じめ発注者の書面による承諾を経て修繕の施工の一部を第三者に請け負わせる場合は、この
限りでない。

市立陽光台小学校給食配膳室修繕　仕様書

陽光台小学校

（１）本仕様書は、修繕の実施に必要な事項について定めるものとし、本仕様書及び契約
　　書等に記載のない事項でも必要な事項については、発注者と協議のうえ実施するもの
　　とする。

（２）受注者は、発注者との連絡を密に行い、作業中は、作業員を指揮し状況把握のう
　　え、遺漏のないよう実施するものとする。なお、危険防止措置や作業に必要な業務に
　　ついては、受注者の責任において行うものとする。


